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奈 良 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

奈 良 県 自 動 車 小 売 業 

最低賃金専門部会運営規程 

 

平成元年９月２６日改正 

 

（規程の目的） 

第１条 奈良地方最低賃金審議会（以下「審議会という。」）に設置する奈良地方最低

賃金審議会奈良県自動車小売業最低賃金専門部会（以下「専門部会」という。）

の議事運営は、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）及び最低賃金審議会

令（昭和３４年政令第１３７号）に定めるもののほか、この規程の定めるとこ

ろによる。 

 

（構  成） 

第２条 専門部会の委員の数は、９人とする。 

 

（会議の招集） 

第３条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたときのほ

か、奈良労働局長（以下「局長」という。）、３人以上の委員から開催の請求が

あったとき、部会長が招集する。 

２ 前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、

付議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前までに、部会長に通

知しなければならない。 

３ 部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、

少なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、

局長に通知するものとする。 

 

（委員の欠席） 

第４条 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を

部会長に通知しなければならない。 

  ２ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときには、あらかじめ

部会長に通知しなければならない。 

 

（会議の議事） 

第５条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、部会長の許可を受けるも

のとする。 

３ 専門部会は、部会長が必要と認めるときは、委員でない者の説明又は意見を

聴くことができる。 
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（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の

保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に

侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性

が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、会議を非公開とするこ

とができる。 

  ２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要

な措置をとることができる。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条 会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、部会長及び部会長の

指名した委員２人が署名するものとする。 

  ２ 議事録及び会議の資料は、公開することにより、個人情報の保護に支障を及

ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそ

れがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれがある場合には、部会長は、議事録の一部又は全部を非公開とする

ことができる。 

  ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

（報  告） 

第８条 部会長は、会議において議決を行ったときは、議決書を審議会会長に報告す

るものとする。 

 

（雑  則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、専門部会の議事及び運営に関し必要な事項は、

部会長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この規程は、令和元年９月２６日から施行する。 

 



奈良地方最低賃金審議会 

奈 良 県 自 動 車 小 売 業 

最低賃金専門部会傍聴規程 

 

第１条  この規程は、奈良地方最低賃金審議会奈良県自動車小売業最低賃金専門部会

（以下「専門部会」という。）の傍聴に関し、必要な事項について定めるもの

である。 

 

第２条  専門部会の会議（以下「会議」という。）を傍聴しようとする者は、係員に

住所及び氏名を告げ、その指示により傍聴席に着かなければならない。 

     ただし、傍聴席が満席の後は、その入場を拒否することができる。 

   ２ 集団で多人数の者が傍聴しようとする場合において、その団体（集団）を入

場させることにより、他の傍聴人の席が著しく少なくなると認めるときは、専

門部会は、その若干人を指定して傍聴させることができる。 

 

第３条  専門部会は、傍聴席の整理上必要があると認めたときには、傍聴券を発行し、

傍聴人の数を制限することができる。 

   ２ 前項の規定により傍聴券を発行したときは、傍聴券を持たない者は、入場す

ることができない。 

 

第４条  次の各号の一に該当すると認められる者は、入場を許されない。 

   １ 酒気を帯びている者。 

   ２ 凶器その他危険なものを持っている者。 

   ３ 旗、のぼり、こん棒、プラカード等を携帯している者。 

   ４ 前各号に掲げる外、会場の秩序を乱すおそれがあると認められる者。 

 

第５条  傍聴人は、いかなる理由があっても、傍聴席以外の場所に入ってはならない。 

 

第６条  傍聴人は、傍聴中、次に揚げることをしてはならない。 

   １ みだりに傍聴席を離れること。 

   ２ 飲食等をすること。 

   ３ 拍手その他いかなる方法でも、議事の言論に批評を加え、又は可否を表わす

こと。 

   ４ 放談、私語その他喧噪にわたり又は議事を妨害するような行為をすること。 

   ５ 前各号の外、会場の秩序を乱す言動をすること。 

 

第７条  会議中において写真の撮影、録音、放送又はこれらに類する行為をしようと

するときは、あらかじめ事務局に申し出て許可を得なければならない。 

 

第８条  部会長及び事務局は、この規程を守らない傍聴人に対しては、注意を与え、

なお止めないときは、その者を退場させることができる。 

 

第９条  傍聴人は、会議開始５分前までに着席すること。以降の入場は認めない。 

 

第１０条 この規程の改廃は、専門部会の決議に基づいて行う。 

 

附 則     この規程は、令和元年９月２６日から施行する。               
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「調査の概要」 

１ 調査地域 奈良県全地域 

２ 調査産業 日本標準産業分類に定める産業のうち製造業、情報通信業のうち新聞業、

出版業、卸売業，小売業、学術研究，専門・技術サービス業、宿泊業，

飲食サービス業、生活関連サービス業，娯楽業、医療，福祉及びサービ

ス業（他に分類されないもの） 

３ 調査事業所 製造業及び情報通信業のうち新聞業、出版業は１００人未満、卸売業，

小売業、学術研究，専門・技術サービス業、宿泊業，飲食サービス業、

生活関連サービス業，娯楽業、医療，福祉及びサービス業（他に分類さ

れないもの）は、３０人未満の常用労働者を雇用する民営事業所から、

一定の方法により抽出した事業所 

４ 調査労働者 調査事業所に雇用される労働者 ６，９５４人 

５ 調査対象月 令和２年６月分 

６ 集計事項 

次の区分による所定内賃金階級別労働者数 

（１） 地域 ① 全地域 

（２） 規模 ① 規模計 

② １～９人 

③ １０～２９人 

④ ３０～９９人 

ただし、卸売・小売業、学術研究，専門・技術サービス業、宿泊業，

飲食サービス業、生活関連サービス業，娯楽業、医療，福祉及びサー

ビス業（他に分類されないもの）は上記①②③の３区分とした。 

（３） 性 ① 男女計 

② 男 

③ 女 

（４） 年齢 ① 年齢計 

② １７歳以下 

③ １８～１９歳 

④ ２０～５４歳 

⑤ ５５～５９歳 

⑥ ６０～６４歳 

⑦ ６５歳以上 

（５） 勤続年数    ① 勤続年数計 

② ３ヵ月未満 

③ ３ヵ月～６ヵ月未満 

④ ６ヵ月～１年未満 

⑤ １年～２年未満 

⑥ ２年～３年未満 

⑦ ３年以上 

1



（６） 業種     調査対象産業計 

地域最低賃金対象産業 

年齢、業務による産業別最低賃金適用除外者 

           製造業 

           卸売・小売業 

宿泊業，飲食サービス業 

           医療，福祉 

サービス業 

         木材・木製品・家具・装備品製造業 

         新産業別最低賃金対象産業 

           一般機械器具製造業 

電機関係製造業 

           自動車小売業 

   

（７） 賃金階級 

下表のとおり８０区分とした。 

区分 賃金額（※１） 間隔 

区分１（最低区分） ８５０円以下  

区分２ ８５１円以上～８５１円以下  

  ～  １円刻み 

区分６５ ９１４円以上～９１４円以下  

区分６６（※２） ９１５円以上～９１９円以下  ５円刻み 

区分６７ ９２０円以上～９２９円以下  

  ～  １０円刻み 

区分７４ ９９０円以上～９９９円以下  

区分７５ １,０００円以上～１,０９９円以下  

  ～  １００円刻み 

区分７９ １,４００円以上～１,４９９円以下  

区分８０（最高区分） １,５００円以上  

  （※１）賃金額は時間当りの賃金額 

  （※２）区分６６は階級区分調整（桁末尾整理）のため５円刻み 

 

７ 復元 集計結果は各産業区分毎に母集団の事業所数に復元した。 

   

８ 集計表  

 総括表（１） 産業別毎の賃金階級別の規模別、地域別、年齢別の累積分布表及びパ

ート労働者に係る上記事項 
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１～９人 10～29人 30～99人

917 880 880 981

1,010 1,000 921 1,055

1,205 1,167 1,135 1,246

1,470 1,510 1,425 1,497

１～９人 10～29人 30～99人

850 850 746 882

882 850 837 900

1,034 965 944 1,373

1,451 1,244 1,270 1,592

１～９人 10～29人

960 896 996

1,057 1,016 1,074

1,232 1,211 1,240

1,518 1,470 1,565

　　　時間当たり所定内賃金額

中 位 数

＜自動車小売業＞
単位（円）

合　計
規　模　別

第 1・ 二 十 分 位 数

第 1 ・ 十 分 位 数

第 1 ・ 四 分 位 数

中 位 数

（注）精皆勤手当、通勤手当、及び家族手当を除く

第 1 ・ 四 分 位 数

第 1・ 二 十 分 位 数

第 1 ・ 十 分 位 数

第 1 ・ 四 分 位 数

中 位 数

＜電機関係製造業＞
単位（円）

合　計
規　模　別

第 1・ 二 十 分 位 数

第 1 ・ 十 分 位 数

令和２年　最低賃金基礎調査結果

＜はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業＞
単位（円）

合　計
規　模　別
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最低賃金基礎調査結果の推移

平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年

第１・二十分位数 820 850 847 896 917
第１・十分位数 917 964 870 1,000 1,010
第１・四分位数 1,133 1,140 1,096 1,177 1,205
中位数 1,410 1,415 1,346 1,438 1,470

単位（円）

平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年
第１・二十分位数 746 765 791 830 850
第１・十分位数 800 800 800 850 882
第１・四分位数 850 911 900 951 1,034
中位数 1,232 1,268 1,488 1,355 1,451

単位（円）

平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年
第１・二十分位数 840 877 960 905 960
第１・十分位数 938 981 1,068 1,000 1,057
第１・四分位数 1,183 1,181 1,259 1,216 1,232
中位数 1,456 1,475 1,535 1,465 1,518

単位（円）
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＜はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業＞
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第１・十分位数

第１・四分位数

中位数
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＜電機関係製造業＞
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第１・十分位数

第１・四分位数

中位数

4



賃金分布の特性値 

 

 

◇中位数 

全員を賃金の低いもの順に並べた時に、全体のちょうど真ん中（５０％）に位置する者

の賃金額をいう。 

人数が偶数の場合 → １０人の中位数は、低い方から５番目と６番目の賃金額を平均 

 

◇分位数 

全員の賃金を低いもの順に並べ、１０等分、４等分のように等分したときに境界に位置

する者の賃金額をいう。 

第１・四分位数 

４等分し、低い方からみて最初の境界（２５％）の所に位置する者の賃金額をいう。 

 

第１・十分位数 

１０等分し、低い方からみて最初の境界（１０％）の所に位置する者の賃金額をいう。 

 

第１・二十分位数 

２０等分し、低い方からみて最初の境界（５％）の所に位置する者の賃金額をいう。 

 

 

 

 

 

参考 

低

ち

ん 

２５％ 

第１・四分位数 

 

５０％ 

中位数 

高 

低

ち

ん 

１０％ 

第１・十分位数 

 

５０％ 

中位数 

高 

７５％ 

第３・四分位数 

 

９０％ 

第９・十分位数 

 

低

ち

ん 

５％ 

第１・二十分位数 

 

５０％ 

中位数 

高 

９５％ 

第１９・二十分位数 
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賃金額

％ 3077人 ％ 176人 ％ 887人 ％ 164人 ％ 3231人 ％ 171人

～ 850 円 1.6 49 17.6 31 5.4 48 16.5 27 0.5 15 5.3 9
851 ～ 851 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
852 ～ 852 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
853 ～ 853 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
854 ～ 854 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
855 ～ 855 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
856 ～ 856 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
857 ～ 857 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
858 ～ 858 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
859 ～ 859 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
860 ～ 860 0.1 2 1.7 3 0.5 4 3.0 5 0.0 0 0.0 0
861 ～ 861 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
862 ～ 862 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
863 ～ 863 0.2 7 4.0 7 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
864 ～ 864 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
865 ～ 865 0.3 8 0.0 0 0.2 2 1.2 2 0.0 0 0.0 0
866 ～ 866 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
867 ～ 867 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.5 16 8.8 15
868 ～ 868 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.2 8 5.3 9
869 ～ 869 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
870 ～ 870 0.1 3 0.0 0 0.5 4 2.4 4 0.0 0 0.0 0
871 ～ 871 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
872 ～ 872 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
873 ～ 873 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
874 ～ 874 0.1 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
875 ～ 875 0.0 0 0.0 0 0.2 2 1.2 2 0.0 0 0.0 0
876 ～ 876 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
877 ～ 877 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
878 ～ 878 0.1 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
879 ～ 879 0.1 2 1.1 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
880 ～ 880 0.8 24 13.1 23 0.2 2 1.2 2 0.3 9 5.3 9
881 ～ 881 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
882 ～ 882 0.0 0 0.0 0 3.3 29 17.7 29 0.0 0 0.0 0
883 ～ 883 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
884 ～ 884 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.3 9 5.3 9
885 ～ 885 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
886 ～ 886 0.1 2 1.7 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
887 ～ 887 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.1 4 2.3 4
888 ～ 888 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
889 ～ 889 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
890 ～ 890 0.1 3 1.1 2 0.8 7 4.3 7 0.0 0 0.0 0
891 ～ 891 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
892 ～ 892 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
893 ～ 893 0.1 2 1.7 3 0.3 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0
894 ～ 894 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
895 ～ 895 0.0 0 0.0 0 0.3 3 2.4 4 0.0 0 0.0 0
896 ～ 896 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.2 5 0.0 0
897 ～ 897 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
898 ～ 898 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
899 ～ 899 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
900 ～ 900 0.9 28 10.2 18 2.0 18 9.1 15 0.7 24 11.1 19
901 ～ 901 0.2 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
902 ～ 902 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
903 ～ 903 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
904 ～ 904 0.1 3 0.0 0 0.2 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0
905 ～ 905 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
906 ～ 906 0.2 7 0.0 0 0.2 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0
907 ～ 907 0.0 0 0.0 0 0.3 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0
908 ～ 908 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
909 ～ 909 0.1 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
910 ～ 910 0.0 0 0.0 0 0.7 6 2.4 4 0.0 0 0.0 0
911 ～ 911 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
912 ～ 912 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
913 ～ 913 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
914 ～ 914 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
915 ～ 919 0.1 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.2 6 3.5 6
920 ～ 929 0.9 27 8.0 14 0.8 7 1.2 2 0.5 16 7.0 12
930 ～ 939 0.3 9 0.0 0 0.2 2 1.2 2 0.5 15 3.5 6
940 ～ 949 0.6 20 0.0 0 2.1 19 3.7 6 0.3 10 5.3 9
950 ～ 959 0.2 5 1.1 2 0.9 8 3.0 5 0.7 24 3.5 6
960 ～ 969 0.4 11 0.0 0 1.8 16 6.1 10 0.5 15 1.2 2
970 ～ 979 0.4 11 1.7 3 1.6 14 6.7 11 0.1 4 0.0 0
980 ～ 989 1.0 30 0.0 0 0.5 4 2.4 4 0.3 10 0.0 0
990 ～ 999 0.5 16 0.0 0 0.2 2 0.0 0 0.5 16 2.3 4

1,000 ～ 1,099 6.8 210 18.8 33 3.7 33 6.1 10 6.8 221 8.8 15
1,100 ～ 1,199 8.2 253 4.0 7 2.9 26 2.4 4 8.8 283 10.5 18
1,200 ～ 1,299 10.7 328 2.8 5 4.6 41 1.2 2 8.5 275 0.0 0
1,300 ～ 1,399 9.4 289 2.8 5 7.9 70 2.4 4 8.8 284 1.2 2
1,400 ～ 1,499 7.4 229 0.0 0 13.1 116 0.0 0 8.7 282 3.5 6
1,500 ～ 48.2 1,484 8.5 15 44.4 394 1.8 3 52.0 1,680 6.4 11

（３手当を除く）
一般機械器具 電機関係製造業

合　　計

奈良県特定最低賃金適用業種の実態調査結果一覧表

自動車小売 自動車小売（パート）一般機械器具（パート） 電機関係製造業
（パート）
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　総括表（１）合計欄グラフ　　（構成比）　　全体

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

856 862 868 874 880 886 892 898 904 910 920 980 1,400

（％）

単位（円）

＜はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業＞

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

856 862 868 874 880 886 892 898 904 910 920 980 1,400

（％）

単位（円）

＜電機関係製造業＞

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

856 862 868 874 880 886 892 898 904 910 920 980 1,400

（％）

単位（円）

＜自動車小売業＞
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総括表（１）合計欄グラフ

パート0

100

200

300

400

500

856 862 868 874 880 886 892 898 904 910 920 980 1,400

（人）

単位（円）

＜はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業＞

パート

全体

パート0

100

200

300

400

500

856 862 868 874 880 886 892 898 904 910 920 980 1,400

（人）

単位（円）

＜自動車小売業＞

パート

全体

パート0

100

200

300

400

500

856 862 868 874 880 886 892 898 904 910 920 980 1,400

(人）

単位（円）

＜電機関係製造業＞

パート

全体
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総括表（１）合計欄グラフ　　（構成比）　　パート

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

856 862 868 874 880 886 892 898 904 910 920 980 1,400

（％）

単位（円）

＜はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業＞

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

856 862 868 874 880 886 892 898 904 910 920 980 1,400

（％）

単位（円）

＜電機関係製造業＞

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

856 862 868 874 880 886 892 898 904 910 920 980 1,400

（％）

単位（円）

＜自動車小売業＞
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賃金階級 ～799 800～809 810～819 820～829 830～839 840～849 850～899 890～

平成２８年 4.1 2.5 0.2 0.3 0.3 0.5 2.2 89.9

平成２９年 2.3 1.0 0.0 0.5 1.1 0.6 2.0 92.5

賃金階級 ～799 800～809 810～819 820～829 830～839 840～849 850～859 860～869 870～879 880～889 890～899 890～

平成３０年 1.6 0.6 0.4 0.0 0.4 2.3 2.6 1.9 0.7 0.2 0.2 89.1

賃金階級 ～850 851～859 860～869 870～879 880～889 890～899 900～909 910～

令和元年 3.6 0.0 0.2 0.8 0.3 0.3 0.5 94.3

令和２年 1.6 0.0 0.6 0.3 0.8 0.2 1.5 95.0

賃金階級 ～799 800～809 810～819 820～829 830～839 840～849 850～899 890～

平成２８年 8.2 2.0 1.7 1.1 7.2 2.2 5.5 72.1

平成２９年 9.3 7.6 1.4 0.3 1.5 0.0 4.9 75.0

賃金階級 ～799 800～809 810～819 820～829 830～839 840～849 850～859 860～869 870～879 880～889 890～899 890～

平成３０年 7.5 5.0 0.7 2.6 2.0 0.5 3.6 0.3 2.1 0.0 0.4 75.3

賃金階級 ～850 851～859 860～869 870～879 880～889 890～899 900～909 910～

令和元年 10.1 1.0 5.4 0.7 3.9 0.0 1.4 77.5

令和２年 5.4 0.0 0.7 0.7 3.5 1.4 2.8 85.5

賃金階級 ～799 800～809 810～819 820～829 830～839 840～849 850～899 890～

平成２８年 1.0 1.1 0.3 0.0 1.2 1.6 2.0 92.8

平成２９年 2.0 0.4 0.8 0.4 0.4 0.4 3.0 92.6

賃金階級 ～799 800～809 810～819 820～829 830～839 840～849 850～859 860～869 870～879 880～889 890～899 890～

平成３０年 1.2 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.2 0.5 0.0 0.2 0.0 96.8

賃金階級 ～850 851～859 860～869 870～879 880～889 890～899 900～909 910～

令和元年 1.4 0.0 0.3 0.0 0.6 1.0 2.2 94.5

令和２年 0.5 0.0 0.7 0.0 0.7 0.1 0.8 97.2

資料出所：令和２年最低賃金基礎調査

＜はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業＞

＜電機関係製造業＞

＜自動車小売業＞

奈良県特定最低賃金適用業種の賃金階級別労働者の分布一覧表
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賃金階級別労働者の分布

＜自動車小売業＞

平成２８年

平成２９年

～799

800～809

810～819

820～829

830～839

840～849

850～899

890～0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

平成３０年

～799
800～809
810～819
820～829
830～839
840～849
850～859
860～869
870～879
880～889
890～899
890～0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

令和元年

令和２年

～850

851～859

860～869

870～879

880～889

890～899

900～909

910～
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
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＜はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業＞

引上額 時間額（円） 未満率（％） 影響率（％） 引上率（％）

平成２９年 14円 860円 4.6 5.9 1.65
平成３０年 18円 878円 7.8 10.2 2.09
令和元年 19円 897円 4.4 5.1 2.16

（現行） 897円 3.5 － －
1円 898円 － 3.5 0.11
2円 899円 － 3.5 0.22
3円 900円 － 3.5 0.33
4円 901円 － 4.4 0.45
5円 902円 － 4.6 0.56
6円 903円 － 4.6 0.67
7円 904円 － 4.6 0.78
8円 905円 － 4.7 0.89
9円 906円 － 4.7 1.00
10円 907円 － 4.9 1.11

引上額 時間額（円） 未満率（％） 影響率（％） 引上率（％）

平成２９年 12円 849円 17.9 18.3 1.43
平成３０年 16円 865円 17.9 21.7 1.88
令和元年 17円 882円 15.3 18.4 1.97

（現行） 882円 7.0 － －
1円 883円 － 10.3 0.11
2円 884円 － 10.3 0.23
3円 885円 － 10.3 0.34
4円 886円 － 10.3 0.45
5円 887円 － 10.3 0.57
6円 888円 － 10.3 0.68
7円 889円 － 10.3 0.79
8円 890円 － 10.3 0.91
9円 891円 － 11.1 1.02
10円 892円 － 11.1 1.13

引上額 時間額（円） 未満率（％） 影響率（％） 引上率（％）

平成２９年 11円 851円 3.5 3.7 1.31
平成３０年 16円 867円 2.7 3.2 1.88
令和元年 17円 884円 1.4 2.3 1.96

（現行） 884円 1.5 － －
1円 885円 － 1.8 0.11
2円 886円 － 1.8 0.23
3円 887円 － 1.8 0.34
4円 888円 － 1.9 0.45
5円 889円 － 1.9 0.57
6円 890円 － 1.9 0.68
7円 891円 － 1.9 0.79
8円 892円 － 1.9 0.90
9円 893円 － 1.9 1.02
10円 894円 － 1.9 1.13

令和２年

＜電機関係製造業＞

令和２年

＜自動車小売業＞

令和２年
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＜はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業＞

引上額 時間額（円） 未満率（％） 影響率（％） 引上率（％）

平成２９年 14円 860円 4.6 5.9 1.65
平成３０年 18円 878円 7.8 10.2 2.09
令和元年 19円 897円 4.4 5.1 2.16

（現行） 897円 3.5 － －
11円 908円 － 4.9 1.23
12円 909円 － 4.9 1.34
13円 910円 － 5.0 1.45
14円 911円 － 5.0 1.56
15円 912円 － 5.0 1.67
16円 913円 － 5.0 1.78
17円 914円 － 5.0 1.90
18円 915円 － 5.0 2.01
19円 916円 － 5.0 2.12
20円 917円 － 5.0 2.23

引上額 時間額（円） 未満率（％） 影響率（％） 引上率（％）

平成２９年 12円 849円 17.9 18.3 1.43
平成３０年 16円 865円 17.9 21.7 1.88
令和元年 17円 882円 15.3 18.4 1.97

（現行） 882円 7.0 － －
11円 893円 － 11.1 1.25
12円 894円 － 11.4 1.36
13円 895円 － 11.4 1.47
14円 896円 － 11.7 1.59
15円 897円 － 11.7 1.70
16円 898円 － 11.7 1.81
17円 899円 － 11.7 1.93
18円 900円 － 11.7 2.04
19円 901円 － 13.8 2.15
20円 902円 － 13.8 2.27

引上額 時間額（円） 未満率（％） 影響率（％） 引上率（％）

平成２９年 11円 851円 3.5 3.7 1.31
平成３０年 16円 867円 2.7 3.2 1.88
令和元年 17円 884円 1.4 2.3 1.96

（現行） 884円 1.5 － －
11円 895円 － 1.9 1.24
12円 896円 － 1.9 1.36
13円 897円 － 2.0 1.47
14円 898円 － 2.0 1.58
15円 899円 － 2.0 1.70
16円 900円 － 2.0 1.81
17円 901円 － 2.8 1.92
18円 902円 － 2.8 2.04
19円 903円 － 2.8 2.15
20円 904円 － 2.8 2.26

令和２年

＜電機関係製造業＞

令和２年

＜自動車小売業＞

令和２年
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最低賃金の未満率及び影響率の算出方法について 

(自動車小売) 

 

1 最低賃金の｢未満率｣とは、現在設定されている最低賃金額を下回っている労働者の割合

のことで、｢影響率｣とは、最低賃金額を改正した場合に、その改正後の最低賃金額を下

回る労働者の割合のことである。いずれも、最低賃金基礎調査結果から算出する｡ 

 

2 具体的な算出方法について 

最低賃金額 884 円を 901 円に改正した場合、未満率及び影響率の算出は次のとおりと

なる｡ 

 

≪未満率≫ 

884 円の該当階級の累積労働者数は 57 人である。 

884 円を下回る累積労働者数（=883 円以下の累積労働者数）は 48 人である。 

 したがって、最低賃金対象全労働者数 3,231 人に占める割合は、 

48/3,231×100≒1.5% 

したがって、未満率は 1.5 となる｡ 

 

 

≪影響率≫ 

901 円の該当階級の累積労働者数は 90 人である。 

901 円を下回る累積労働者数（=900 円以下の累積労働者数）は 90 人である。 

したがって、最低賃金対象全労働者数 3,231 人に占める割合は、 

90/3,231×100≒2.8% 

したがって、影響率は 2.8 となる｡ 
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総括表（１）（産業・就業形態別の賃金額階級別、規模別、地域別、年齢別表）

02年 総括表（１） 産業：（全て）自動車小売業 就業形態：（全て） 産別適用除外除く

１～９人 １０～２９人 ３０～９９人 全県 １７歳以下 １８～１９歳 ２０～５４歳 ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５歳以上

3,231 1,174 2,056 3,231 8 2,946 176 100

円 15 13 2 15 15

- 850 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

851 - 851 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

852 - 852 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

853 - 853 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

854 - 854 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

855 - 855 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

856 - 856 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

857 - 857 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

858 - 858 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

859 - 859 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

860 - 860 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

861 - 861 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

862 - 862 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

863 - 863 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

864 - 864 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

865 - 865 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

15 13 2 15 15

866 - 866 (0.5) (1.1) (0.1) (0.5) (0.5)

31 26 4 31 26 4

867 - 867 (0.9) (2.3) (0.2) (0.9) (0.9) (4.4)

39 35 4 39 35 4

868 - 868 (1.2) (3.0) (0.2) (1.2) (1.2) (4.4)

39 35 4 39 35 4

869 - 869 (1.2) (3.0) (0.2) (1.2) (1.2) (4.4)

39 35 4 39 35 4

870 - 870 (1.2) (3.0) (0.2) (1.2) (1.2) (4.4)

39 35 4 39 35 4

871 - 871 (1.2) (3.0) (0.2) (1.2) (1.2) (4.4)

39 35 4 39 35 4

872 - 872 (1.2) (3.0) (0.2) (1.2) (1.2) (4.4)

39 35 4 39 35 4

873 - 873 (1.2) (3.0) (0.2) (1.2) (1.2) (4.4)

39 35 4 39 35 4

874 - 874 (1.2) (3.0) (0.2) (1.2) (1.2) (4.4)

39 35 4 39 35 4

875 - 875 (1.2) (3.0) (0.2) (1.2) (1.2) (4.4)

39 35 4 39 35 4

876 - 876 (1.2) (3.0) (0.2) (1.2) (1.2) (4.4)

39 35 4 39 35 4

877 - 877 (1.2) (3.0) (0.2) (1.2) (1.2) (4.4)

39 35 4 39 35 4

878 - 878 (1.2) (3.0) (0.2) (1.2) (1.2) (4.4)

39 35 4 39 35 4

879 - 879 (1.2) (3.0) (0.2) (1.2) (1.2) (4.4)

48 44 4 48 39 4 4

880 880 (1.5) (3.8) (0.2) (1.5) (1.3) (2.5) (4.4)

48 44 4 48 39 4 4

881 881 (1.5) (3.8) (0.2) (1.5) (1.3) (2.5) (4.4)

48 44 4 48 39 4 4

882 882 (1.5) (3.8) (0.2) (1.5) (1.3) (2.5) (4.4)

48 44 4 48 39 4 4

883 883 (1.5) (3.8) (0.2) (1.5) (1.3) (2.5) (4.4)

57 53 4 57 48 4 4

884 884 (1.8) (4.5) (0.2) (1.8) (1.6) (2.5) (4.4)

57 53 4 57 48 4 4

885 885 (1.8) (4.5) (0.2) (1.8) (1.6) (2.5) (4.4)

57 53 4 57 48 4 4

886 886 (1.8) (4.5) (0.2) (1.8) (1.6) (2.5) (4.4)

61 57 4 61 53 4 4

887 887 (1.9) (4.9) (0.2) (1.9) (1.8) (2.5) (4.4)

61 57 4 61 53 4 4

888 888 (1.9) (4.9) (0.2) (1.9) (1.8) (2.5) (4.4)

61 57 4 61 53 4 4

889 889 (1.9) (4.9) (0.2) (1.9) (1.8) (2.5) (4.4)

61 57 4 61 53 4 4

890 890 (1.9) (4.9) (0.2) (1.9) (1.8) (2.5) (4.4)

61 57 4 61 53 4 4

891 891 (1.9) (4.9) (0.2) (1.9) (1.8) (2.5) (4.4)

61 57 4 61 53 4 4

892 892 (1.9) (4.9) (0.2) (1.9) (1.8) (2.5) (4.4)

61 57 4 61 53 4 4

893 893 (1.9) (4.9) (0.2) (1.9) (1.8) (2.5) (4.4)

61 57 4 61 53 4 4

894 894 (1.9) (4.9) (0.2) (1.9) (1.8) (2.5) (4.4)

61 57 4 61 53 4 4

895 895 (1.9) (4.9) (0.2) (1.9) (1.8) (2.5) (4.4)

66 62 4 66 57 4 4

896 896 (2.0) (5.3) (0.2) (2.0) (1.9) (2.5) (4.4)

66 62 4 66 57 4 4

897 897 (2.0) (5.3) (0.2) (2.0) (1.9) (2.5) (4.4)

66 62 4 66 57 4 4

898 898 (2.0) (5.3) (0.2) (2.0) (1.9) (2.5) (4.4)

66 62 4 66 57 4 4

899 899 (2.0) (5.3) (0.2) (2.0) (1.9) (2.5) (4.4)

90 79 10 90 81 4 4

900 900 (2.8) (6.8) (0.5) (2.8) (2.7) (2.5) (4.4)

90 79 10 90 81 4 4

901 901 (2.8) (6.8) (0.5) (2.8) (2.7) (2.5) (4.4)

90 79 10 90 81 4 4

902 902 (2.8) (6.8) (0.5) (2.8) (2.7) (2.5) (4.4)

90 79 10 90 81 4 4

903 903 (2.8) (6.8) (0.5) (2.8) (2.7) (2.5) (4.4)

90 79 10 90 81 4 4

904 904 (2.8) (6.8) (0.5) (2.8) (2.7) (2.5) (4.4)

時間当り所定内賃金額
合計

規模別 地域別 年齢別

（３手当を除く）

計
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総括表（１）（産業・就業形態別の賃金額階級別、規模別、地域別、年齢別表）

02年 総括表（１） 産業：（全て）自動車小売業 就業形態：（全て） 産別適用除外除く

１～９人 １０～２９人 ３０～９９人 全県 １７歳以下 １８～１９歳 ２０～５４歳 ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５歳以上

3,231 1,174 2,056 3,231 8 2,946 176 100

時間当り所定内賃金額
合計

規模別 地域別 年齢別

（３手当を除く）

計

90 79 10 90 81 4 4

905 905 (2.8) (6.8) (0.5) (2.8) (2.7) (2.5) (4.4)

90 79 10 90 81 4 4

906 906 (2.8) (6.8) (0.5) (2.8) (2.7) (2.5) (4.4)

90 79 10 90 81 4 4

907 907 (2.8) (6.8) (0.5) (2.8) (2.7) (2.5) (4.4)

90 79 10 90 81 4 4

908 908 (2.8) (6.8) (0.5) (2.8) (2.7) (2.5) (4.4)

90 79 10 90 81 4 4

909 909 (2.8) (6.8) (0.5) (2.8) (2.7) (2.5) (4.4)

90 79 10 90 81 4 4

910 910 (2.8) (6.8) (0.5) (2.8) (2.7) (2.5) (4.4)

90 79 10 90 81 4 4

911 911 (2.8) (6.8) (0.5) (2.8) (2.7) (2.5) (4.4)

90 79 10 90 81 4 4

912 912 (2.8) (6.8) (0.5) (2.8) (2.7) (2.5) (4.4)

90 79 10 90 81 4 4

913 913 (2.8) (6.8) (0.5) (2.8) (2.7) (2.5) (4.4)

90 79 10 90 81 4 4

914 914 (2.8) (6.8) (0.5) (2.8) (2.7) (2.5) (4.4)

96 79 16 96 87 4 4

915 919 (3.0) (6.8) (0.8) (3.0) (2.9) (2.5) (4.4)

112 84 28 112 103 4 4

920 929 (3.5) (7.1) (1.4) (3.5) (3.5) (2.5) (4.4)

127 88 38 127 118 4 4

930 939 (3.9) (7.5) (1.9) (3.9) (4.0) (2.5) (4.4)

137 88 48 137 128 4 4

940 949 (4.2) (7.5) (2.4) (4.2) (4.3) (2.5) (4.4)

161 93 68 161 2 150 4 4

950 959 (5.0) (7.9) (3.3) (5.0) (25.0) (5.1) (2.5) (4.4)

176 97 79 176 2 163 4 6

960 969 (5.4) (8.3) (3.8) (5.4) (25.0) (5.5) (2.5) (6.4)

180 97 83 180 2 167 4 6

970 979 (5.6) (8.3) (4.0) (5.6) (25.0) (5.7) (2.5) (6.4)

190 97 93 190 4 175 4 6

980 989 (5.9) (8.3) (4.5) (5.9) (50.0) (5.9) (2.5) (6.4)

206 102 105 206 4 191 4 6

990 999 (6.4) (8.6) (5.1) (6.4) (50.0) (6.5) (2.5) (6.4)

427 181 246 427 4 397 4 21

1000 1099 (13.2) (15.4) (11.9) (13.2) (50.0) (13.5) (2.5) (21.3)

710 287 423 710 6 644 18 43

1100 1199 (22.0) (24.4) (20.6) (22.0) (75.0) (21.8) (10.0) (42.6)

985 397 588 985 6 902 26 51

1200 1299 (30.5) (33.8) (28.6) (30.5) (75.0) (30.6) (15.0) (51.0)

1,269 512 757 1,269 8 1,167 35 59

1300 1399 (39.3) (43.6) (36.8) (39.3) (100.0) (39.6) (19.8) (59.4)

1,551 623 928 1,551 1,434 43 66

1400 1499 (48.0) (53.0) (45.2) (48.0) (48.7) (24.6) (65.9)

3,231 1,174 2,056 3,231 2,946 176 100

1500 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

269,002 260,829 273,670 269,002 180,614 267,696 308,698 244,583
1,619 1,565 1,650 1,619 1,093 1,608 1,910 1,468
165 165 166 165 166 166 161 166
960 896 996 960 958 953 1,113 960
1,057 1,016 1,074 1,057 958 1,053 1,184 1,011
1,232 1,211 1,240 1,232 959 1,231 1,531 1,135
1,518 1,470 1,565 1,518 983 1,510 1,851 1,276
0.2247 0.2182 0.2233 0.2247 0.0844 0.2224 0.1980 0.1667

【上段】 累積労働者数 【下段】 累積構成比

四 分 位 偏 差 係 数

時 間 当 平 均 賃 金 額
月一人当たり労働時間数

第 １ ・ ２ ０ 分 位 数
第 １ ・ １ ０ 分 位 数
第 １ ・ ４ 分 位 数
中 位 数

月 平 均 賃 金 額
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賃金構造基本統計調査関係資料 

 

 

     １ 令和元年 賃金構造基本統計調査（全国）結果の概況 

 

     ２ 新規高卒者の初任給額（企業規模：１０人以上） 

 

     ３ パートタイム女子労働者１人１時間当たり所定内給与額の推移 

       （平成２４年～令和元年 産業計・企業規模５人～９人） 

 

     ４ パートタイム女子労働者の１時間当たり所定内給与額 

       （企業規模：５人～９人） 

 

     ５ 賃金構造基本統計調査の推移（全国・所定内給与） 
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新 規 高 卒 者 の 初 任 給 額（企業規模：10人以上）
（単位：千円）

男　　　　子 女　　　　子

産業計 製造業
卸売・小売

業
サービス業 産業計 製造業

卸売・小売
業

サービス業

01 北 海 道 161.2 162.7 175.4 162.8 153.6 155.3 163.7 157.2
02 青 森 151.7 150.9 156.7 143.3 149.4 148.1 151.8 138.8
03 岩 手 153.9 158.4 148.1 148.9 146.2 155.9 143.3 160.0
04 宮 城 166.8 161.2 174.0 158.8 158.9 155.8 165.7 159.4
05 秋 田 150.5 149.3 150.7 149.9 148.8 147.9 155.1 145.7
06 山 形 158.2 156.2 162.6 154.7 154.8 151.9 152.8 154.1
07 福 島 163.5 163.1 163.9 170.4 160.7 161.9 164.2 153.4
08 茨 城 171.9 170.3 182.0 167.0 164.4 162.9 170.5 149.5
09 栃 木 167.4 167.5 161.4 163.4 158.3 161.2 150.6 155.0
10 群 馬 168.2 168.9 177.7 166.5 166.2 165.5 175.2 153.0
11 埼 玉 174.8 171.9 175.6 178.6 171.4 172.8 181.7 163.6
12 千 葉 173.5 171.0 172.7 180.6 175.6 177.3 179.8 179.7
13 東 京 176.9 172.0 175.3 176.0 180.2 175.9 182.6 180.9
14 神 奈 川 175.4 174.5 176.8 170.4 176.1 172.2 179.2 165.2
15 新 潟 167.0 166.1 153.9 164.7 158.1 157.9 156.5 170.0
16 富 山 169.0 165.2 170.1 171.4 165.2 162.2 202.3 153.0
17 石 川 168.2 166.6 181.7 166.7 162.5 159.4 173.8 144.1
18 福 井 167.7 166.9 155.6 168.9 163.2 162.8 157.8 172.9
19 山 梨 170.2 170.9 163.0 150.5 166.4 168.9 171.8 -
20 長 野 166.8 166.0 177.7 154.3 162.1 164.3 170.9 -
21 岐 阜 168.3 167.9 182.7 168.6 163.3 165.4 164.7 150.0
22 静 岡 171.3 167.9 178.4 160.8 165.9 166.4 174.6 140.7
23 愛 知 171.9 169.2 185.6 170.7 168.7 167.2 168.8 167.8
24 三 重 171.5 171.9 160.2 195.7 168.7 167.9 166.4 172.1
25 滋 賀 178.1 169.5 166.9 170.2 167.2 166.8 164.9 169.0
26 京 都 170.8 169.3 185.0 183.3 167.6 167.4 169.9 172.4
27 大 阪 177.2 170.5 182.1 178.4 173.5 168.4 171.8 171.9
28 兵 庫 170.9 169.7 171.5 168.4 170.4 165.6 178.0 -
29 奈 良 171.8 171.0 169.7 191.0 166.3 163.9 181.3 -
30 和 歌 山 163.6 164.6 169.2 156.6 156.8 156.0 169.1 154.6
31 鳥 取 158.9 162.3 148.7 158.2 154.7 151.4 157.5 161.7
32 島 根 163.9 163.7 168.4 150.7 161.2 153.5 169.4 200.6
33 岡 山 166.7 165.5 173.2 165.6 160.8 162.7 168.8 182.3
34 広 島 171.8 170.6 197.5 163.1 163.8 164.4 162.5 164.1
35 山 口 167.6 170.5 159.7 152.1 160.1 164.0 150.0 178.0
36 徳 島 157.9 160.2 160.3 147.6 157.3 163.4 162.6 145.0
37 香 川 164.9 166.8 160.0 166.1 164.5 162.6 177.7 131.1
38 愛 媛 167.9 168.4 163.6 163.1 149.6 153.1 138.4 170.0
39 高 知 159.5 157.4 161.4 159.5 151.3 162.6 161.1 123.7
40 福 岡 164.1 164.2 160.0 161.9 160.8 159.4 153.7 158.0
41 佐 賀 159.9 160.1 160.5 160.0 152.8 154.6 142.2 158.2
42 長 崎 158.3 156.8 149.2 166.7 149.8 151.9 147.9 144.4
43 熊 本 159.1 156.5 162.6 151.4 157.0 152.2 166.1 156.3
44 大 分 165.9 160.2 161.0 167.5 164.6 157.3 160.8 142.7
45 宮 崎 157.1 155.0 158.3 156.5 152.8 151.3 157.1 156.6
46 鹿 児 島 159.0 161.0 155.6 152.6 153.5 154.0 149.6 150.0
47 沖 縄 147.1 144.9 160.1 141.3 142.9 151.0 151.2 134.5
全 国 168.9 167.3 170.7 167.8 164.6 164.2 166.2 166.3

厚生労働省 令和元年「賃金構造基本統計調査報告」

　　　事項別

都道府県名
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年

都道府県 順位

北海道 921 887 892 980 1,227 1,014 1,125 1,068 29
青   森 837 790 805 792 878 831 836 904 46
岩   手 864 939 860 815 906 906 1,342 956 40
宮   城 832 876 953 981 971 1,143 1,025 1,125 19
秋   田 925 861 866 860 862 916 867 1,006 35
山   形 818 982 896 916 915 907 1,013 1,133 16
福   島 824 863 866 946 969 883 1,081 947 41
茨   城 1,033 987 953 1,187 1,153 1,009 1,098 1,075 27
栃   木 917 978 1,068 1,017 1,066 1,166 1,048 1,111 22
群   馬 1,105 963 1,016 980 986 1,078 1,112 1,149 13
埼   玉 1,032 1,055 1,203 1,074 1,276 1,334 1,194 1,185 10
千   葉 1,118 1,162 1,140 1,061 1,291 1,089 1,228 1,147 14
東   京 1,252 1,360 1,308 1,361 1,661 1,347 1,508 1,591 1
神奈川 1,287 1,195 1,208 1,257 1,326 1,313 1,265 1,239 7
新   潟 924 986 975 1,006 964 1,047 968 1,093 23
富   山 920 955 1,042 960 962 949 1,092 999 37
石   川 990 952 964 964 918 1,008 1,012 1,051 30
福   井 936 922 1,010 1,421 1,067 976 998 998 38
山   梨 828 944 1,026 1,125 978 992 1,084 1,184 11
長   野 975 1,005 1,090 963 1,022 1,077 1,078 1,345 3
岐   阜 1,113 1,051 942 1,096 1,051 1,054 1,069 1,085 24
静   岡 975 1,032 934 1,033 1,076 1,076 1,011 1,170 12
愛   知 1,105 1,098 1,046 1,072 1,157 1,174 1,132 1,319 4
三   重 974 991 1,066 1,095 1,097 1,030 1,093 1,298 5
滋   賀 1,207 1,098 1,099 1,119 1,136 1,151 1,213 1,131 17
京   都 1,057 1,096 1,116 1,129 1,214 1,066 1,529 1,123 20
大   阪 1,119 1,179 1,089 1,156 1,189 1,304 1,194 1,202 9
兵   庫 1,104 1,088 1,831 1,091 1,188 1,170 1,323 1,256 6
奈   良 1,042 1,004 1,008 1,102 1,035 1,081 1,235 1,360 2
和歌山 1,053 984 1,064 1,092 1,069 1,040 1,112 918 44
鳥   取 975 1,041 883 923 1,158 1,091 1,163 1,018 34
島   根 836 959 865 994 938 901 1,076 925 43
岡   山 928 894 944 1,048 1,029 1,026 1,116 1,051 30
広   島 995 1,048 938 1,144 1,094 992 1,115 1,126 18
山   口 1,050 892 1,036 967 1,140 1,000 1,091 1,203 8
徳   島 976 838 994 905 1,050 980 1,052 1,077 25
香   川 968 870 1,013 913 962 989 917 1,070 28
愛   媛 824 1,014 1,050 849 1,008 903 937 1,076 26
高   知 880 814 859 978 870 1,464 1,064 1,140 15
福   岡 958 1,013 1,026 1,104 940 1,025 1,057 1,113 21
佐   賀 868 930 888 900 1,004 1,035 944 990 39
長   崎 909 878 958 936 830 919 1,028 915 45
熊   本 848 846 867 890 922 925 1,031 1,020 33
大   分 878 924 822 872 982 999 1,034 1,037 32
宮   崎 881 842 900 947 1,036 1,016 1,084 1,000 36
鹿児島 887 803 824 902 894 904 923 889 47
沖   縄 966 841 870 1,013 899 1,036 1,106 943 42

資料出所： 厚生労働省　令和元年　「賃金構造基本統計調査報告」

令和元年
30年

パートタイム女子労働者1人1時間当たり所定内給与額の推移
（産業計・企業規模5人～9人）

（単位：円）

24年 25年 26年 27年 28年 29年
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（単位：円）

事項別 女子

産業計 製造業 卸売・小売業 飲食店・宿泊業 サービス業

都道府県名 金　額 順　位 金　額 順　位 金　額 順　位 金　額 順　位 金　額 順　位
01 北 海 道 1,068 29 888 31 1,078 14 880 28 1,053 26
02 青 森 904 46 891 29 951 28 803 46 1,056 24
03 岩 手 956 40 833 42 810 46 904 23 920 39
04 宮 城 1,125 19 922 21 860 39 876 32 1,413 5
05 秋 田 1,006 35 836 40 894 33 876 32 963 33
06 山 形 1,133 16 808 46 1,033 18 880 28 1,020 27
07 福 島 947 41 821 44 976 23 854 39 812 45
08 茨 城 1,075 27 943 18 942 30 842 43 1,116 22
09 栃 木 1,111 22 1,056 6 891 35 886 26 1,289 12
10 群 馬 1,149 13 1,071 5 898 32 1,223 2 1,570 2
11 埼 玉 1,185 10 1,028 10 1,061 15 943 19 1,197 15
12 千 葉 1,147 14 1,038 8 992 22 905 22 1,325 8
13 東 京 1,591 1 1,085 4 1,962 1 1,055 8 1,414 4
14 神 奈 川 1,239 7 1,262 1 1,195 5 1,085 7 997 30
15 新 潟 1,093 23 901 25 1,033 18 1,229 1 1,398 6
16 富 山 999 37 963 15 943 29 1,036 11 866 42
17 石 川 1,051 30 855 37 884 36 1,026 13 1,056 24
18 福 井 998 38 1,003 11 866 37 1,044 9 955 34
19 山 梨 1,184 11 977 12 1,058 16 1,153 4 1,465 3
20 長 野 1,345 3 911 23 1,586 3 926 20 1,305 10
21 岐 阜 1,085 24 912 22 1,013 20 854 39 979 31
22 静 岡 1,170 12 893 28 1,172 7 887 25 1,771 1
23 愛 知 1,319 4 1,136 3 1,114 12 1,161 3 1,397 7
24 三 重 1,298 5 895 26 1,159 8 1,039 10 1,317 9
25 滋 賀 1,131 17 1,051 7 919 31 924 21 933 36
26 京 都 1,123 20 953 16 1,131 11 1,001 14 1,117 21
27 大 阪 1,202 9 1,167 2 1,136 10 1,101 6 1,219 13
28 兵 庫 1,256 6 967 14 999 21 966 16 1,151 17
29 奈 良 1,360 2 939 20 1,146 9 955 18 1,305 10
30 和 歌 山 918 44 975 13 834 43 853 41 950 35
31 鳥 取 1,018 34 821 44 1,225 4 869 35 1,006 29
32 島 根 925 43 886 32 865 38 824 44 765 47
33 岡 山 1,051 30 945 17 894 33 1,028 12 921 38
34 広 島 1,126 18 942 19 1,184 6 886 26 1,209 14
35 山 口 1,203 8 875 33 1,605 2 868 36 924 37
36 徳 島 1,077 25 843 39 858 40 1,103 5 915 40
37 香 川 1,070 28 891 29 954 27 983 15 1,130 19
38 愛 媛 1,076 26 861 35 815 45 879 30 908 41
39 高 知 1,140 15 895 26 1,101 13 846 42 1,126 20
40 福 岡 1,113 21 911 23 969 24 889 24 1,010 28
41 佐 賀 990 39 864 34 835 42 812 45 1,142 18
42 長 崎 915 45 1,033 9 843 41 877 31 865 43
43 熊 本 1,020 33 853 38 817 44 862 38 1,154 16
44 大 分 1,037 32 859 36 967 25 864 37 967 32
45 宮 崎 1,000 36 833 42 963 26 965 17 1,100 23
46 鹿 児 島 889 47 834 41 808 47 794 47 852 44
47 沖 縄 943 42 757 47 1,055 17 876 32 785 46
平 均

（注）平均は全国調査対象者の平均 厚生労働省　令和元年「賃金構造基本統計調査報告」

パートタイム女子労働者の１時間当たり所定内給与額（企業規模:５～９人）

1,192 981 1,128 985 1,213
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5人～9人 10人～99人 100人～999人 1000人～ 5人～9人 10人～99人 100人～999人 1000人～

平成29年 － 306,200 311,600 318,500 － 222,200 223,800 232,600

平成30年 － 292,700 316,200 323,400 － 219,000 232,900 237,600

令和元年 － 293,700 309,300 320,600 － 223,200 231,900 231,800

賃金構造基本統計調査の推移（全国・所定内給与）

1.　機械器具小売業

（男） （女）

（注：機械器具小売業とは、自動車小売業、自転車小売業及び機械器具小売業を言う。）
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≪　各種関連指標　　一覧表　≫

2019年度 2019年度 2019年度 2019年度
地域別最低賃金 標準生計費 勤労者世帯消費支出 勤労者世帯実収入 県民所得 製造品出荷額等 県外就業率

（１人世帯・１ヶ月） （４人世帯・１ヶ月） （１世帯・１ヶ月） （１世帯・１ヶ月） （一人当たり・年間） （製造業従事者一人当たり・年間）

都道府県 （円） 順位
都道府県
県庁所在地 （円） 順位

都道府県
県庁所在地 （円） 順位 主要都市 （円） 順位 主要都市 （円） 順位 都道府県 （千円） 順位 都道府県 （千円） 順位 都道府県 （％） 順位

東京 1,013 1 大 津 市 148,720 1 奈 良 市 255,520 1 東京都区部 374,809 1 さいたま市 781,096 1 東 京 都  5,348 1 山 口 県 60,706 1 埼 玉 県 29.41 1
神奈川 1,011 2 奈 良 市 147,030 2 東 京 都 241,080 2 金 沢 市 369,468 2 東京都区部 694,159 2 愛 知 県  3,633 2 千 葉 県 56,214 2 奈 良 県 28.76 2
大阪 964 3 東 京 都 135,850 3 大 津 市 237,290 3 さいたま市 363,041 3 川 崎 市 692,225 3 栃 木 県  3,318 3 大 分 県 56,032 3 千 葉 県 27.56 3
埼玉 926 4 横 浜 市 135,550 4 さいたま市 236,380 4 川 崎 市 352,500 4 金 沢 市 667,194 4 静 岡 県  3,300 4 愛 知 県 54,233 4 神奈川県 25.45 4
愛知 926 4 岐 阜 市 133,330 5 岐 阜 市 232,490 5 津   市 350,081 5 千 葉 市 662,834 5 富 山 県  3,295 5 三 重 県 50,149 5 兵 庫 県 14.36 5
千葉 923 6 金 沢 市 128,650 6 千 葉 市 232,270 6 千 葉 市 348,553 6 高 松 市 656,303 6 滋 賀 県  3,181 6 和歌山県 49,838 6 京 都 府 12.71 6
京都 909 7 さいたま市 125,690 7 佐 賀 市 231,110 7 福 岡 市 343,473 7 新 潟 市 652,636 7 神奈川県  3,180 7 愛 媛 県 49,639 7 滋 賀 県 11.52 7
兵庫 899 8 長 野 市 125,230 8 金 沢 市 230,670 8 山 形 市 343,080 8 津   市 643,697 8 福 井 県  3,157 8 岡 山 県 48,991 8 岐 阜 県 11.26 8
静岡 885 9 広 島 市 124,554 9 横 浜 市 230,090 9 横 浜 市 340,640 9 福 島 市 630,948 9 三 重 県  3,155 9 滋 賀 県 47,019 9 茨 城 県 10.04 9
三重 873 10 宇都宮市 123,483 10 徳 島 市 225,420 10 福 島 市 339,696 10 岐 阜 市 624,565 10 茨 城 県  3,116 10 神奈川県 46,448 10 東 京 都 8.29 10
広島 871 11 佐 賀 市 123,010 11 福 島 市 222,250 11 長 野 市 339,272 11 佐 賀 市 616,666 11 群 馬 県  3,098 11 広 島 県 46,198 11 佐 賀 県 8.28 11
滋賀 866 12 徳 島 市 122,790 12 名古屋市 221,900 12 奈 良 市 337,012 12 甲 府 市 615,009 12 広 島 県  3,068 12 栃 木 県 44,389 12 栃 木 県 7.13 12

北海道 861 13 大 阪 市 122,720 13 福 岡 市 219,680 13 宇都宮市 334,540 13 福 井 市 611,545 13 大 阪 府  3,056 13 福 岡 県 42,819 13 和歌山県 6.70 13
栃木 853 14 千 葉 市 122,220 14 宇都宮市 219,512 14 高 松 市 330,365 14 横 浜 市 611,076 14 山 口 県  3,048 14 茨 城 県 42,639 14 大 阪 府 6.41 14
岐阜 851 15 名古屋市 121,300 15 長 野 市 214,410 15 甲 府 市 328,322 15 大 津 市 608,591 15 千 葉 県  3,020 15 群 馬 県 42,418 15 三 重 県 6.03 15
茨城 849 16 高 松 市 118,602 16 仙 台 市 214,246 16 岐 阜 市 327,221 16 山 形 市 604,521 16 福 島 県  3,005 16 兵 庫 県 42,338 16 群 馬 県 5.56 16
富山 848 17 福 島 市 117,750 17 熊 本 市 211,896 17 広 島 市 327,058 17 浜 松 市 602,006 17 徳 島 県  2,973 17 静 岡 県 40,487 17 山 梨 県 3.50 17
長野 848 17 高 知 市 116,630 18 前 橋 市 211,860 18 熊 本 市 325,075 18 松 江 市 598,185 18 埼 玉 県  2,958 18 京 都 府 37,837 18 鳥 取 県 3.08 18
福岡 841 19 福 岡 市 114,810 19 高 知 市 211,550 19 佐 賀 市 324,644 19 富 山 市 593,210 19 和歌山県  2,949 19 大 阪 府 36,280 19 福 岡 県 2.98 19
山梨 837 20 岡 山 市 114,440 20 広 島 市 210,215 20 徳 島 市 324,192 20 水 戸 市 592,434 20 香 川 県  2,945 20 北 海 道 36,107 20 山 口 県 2.79 20
奈良 837 20 仙 台 市 114,045 21 山 口 市 210,086 21 浜 松 市 323,990 21 奈 良 市 590,106 21 宮 城 県  2,926 21 徳 島 県 36,041 21 岡 山 県 2.57 21
群馬 835 22 那 覇 市 112,820 22 大 阪 市 209,500 22 富 山 市 323,725 22 長 野 市 588,199 22 京 都 府  2,926 21 宮 城 県 35,893 22 島 根 県 2.46 22
岡山 833 23 熊 本 市 112,782 23 津 市 208,460 23 盛 岡 市 323,643 23 静 岡 市 580,329 23 石 川 県  2,908 23 香 川 県 35,341 23 愛 知 県 2.39 23
石川 832 24 神 戸 市 112,690 24 水 戸 市 204,621 24 山 口 市 323,403 24 長 崎 市 579,994 24 兵 庫 県  2,896 24 埼 玉 県 33,023 24 熊 本 県 2.34 24
新潟 830 25 京 都 市 112,230 25 高 松 市 202,692 25 長 崎 市 321,459 25 宇都宮市 578,586 25 長 野 県  2,882 25 福 島 県 32,120 25 大 分 県 2.01 25

和歌山 830 25 津 市 112,100 26 鹿児島市 197,030 26 大 津 市 320,770 26 広 島 市 576,190 26 山 梨 県  2,873 26 山 梨 県 31,615 26 宮 城 県 1.98 26
福井 829 27 長 崎 市 111,260 27 新 潟 市 196,580 27 名古屋市 320,191 27 山 口 市 576,057 27 新 潟 県  2,826 27 青 森 県 31,546 27 岩 手 県 1.96 27
山口 829 27 水 戸 市 110,768 28 富 山 市 195,128 28 岡 山 市 318,036 28 札 幌 市 574,012 28 岐 阜 県  2,803 28 東 京 都 30,854 28 徳 島 県 1.94 28
宮城 824 29 札 幌 市 110,650 29 岡 山 市 194,210 29 新 潟 市 314,427 29 徳 島 市 569,878 29 福 岡 県  2,800 29 長 崎 県 29,667 29 静 岡 県 1.88 29
香川 818 30 福 井 市 110,470 30 神 戸 市 193,620 30 札 幌 市 313,060 30 福 岡 市 567,753 30 山 形 県  2,758 30 富 山 県 29,575 30 広 島 県 1.82 30
福島 798 31 盛 岡 市 110,140 31 甲 府 市 192,910 31 水 戸 市 312,821 31 盛 岡 市 566,360 31 岩 手 県  2,737 31 佐 賀 県 29,552 31 石 川 県 1.71 31
徳島 793 32 新 潟 市 109,910 32 盛 岡 市 192,290 32 相模原市 311,600 32 鹿児島市 562,022 32 岡 山 県  2,732 32 長 野 県 29,323 32 福 島 県 1.71 32
青森 790 33 鹿児島市 109,570 33 福 井 市 192,100 33 堺   市 310,671 33 高 知 市 554,178 33 愛 媛 県  2,656 33 奈 良 県 29,226 33 長 崎 県 1.68 33
岩手 790 33 青 森 市 109,410 34 長 崎 市 191,810 34 福 井 市 310,652 34 堺   市 553,735 34 島 根 県  2,619 34 熊 本 県 29,188 34 香 川 県 1.63 34
秋田 790 33 鳥 取 市 109,000 35 札 幌 市 189,660 35 静 岡 市 309,361 35 名古屋市 546,611 35 北 海 道  2,617 35 宮 崎 県 29,071 35 宮 崎 県 1.55 35
山形 790 33 山 口 市 108,209 36 青 森 市 188,640 36 高 知 市 308,179 36 神 戸 市 546,196 36 大 分 県  2,605 36 鹿児島県 28,098 36 富 山 県 1.51 36
鳥取 790 33 前 橋 市 107,960 37 静 岡 市 186,882 37 北九州市 305,263 37 鳥 取 市 542,585 37 高 知 県  2,567 37 福 井 県 28,018 37 福 井 県 1.50 37
島根 790 33 富 山 市 106,865 38 京 都 市 186,610 38 鹿児島市 304,992 38 大 阪 市 541,198 38 青 森 県  2,558 38 岩 手 県 27,810 38 鹿児島県 1.30 38
愛媛 790 33 山 形 市 106,690 39 鳥 取 市 184,750 39 神 戸 市 302,857 39 秋 田 市 538,001 39 秋 田 県  2,553 39 石 川 県 27,807 39 青 森 県 1.24 39
高知 790 33 静 岡 市 104,722 40 山 形 市 182,890 40 秋 田 市 300,011 40 岡 山 市 534,632 40 奈 良 県  2,522 40 岐 阜 県 27,093 40 山 形 県 1.20 40
佐賀 790 33 甲 府 市 102,690 41 那 覇 市 180,540 41 鳥 取 市 299,529 41 相模原市 531,835 41 長 崎 県  2,519 41 島 根 県 27,051 41 愛 媛 県 1.16 41
長崎 790 33 宮 崎 市 100,813 42 宮 崎 市 178,511 42 仙 台 市 298,333 42 和歌山市 529,962 42 熊 本 県  2,517 42 山 形 県 26,910 42 長 野 県 0.98 42
熊本 790 33 和歌山市 98,083 43 松 江 市 176,610 43 前 橋 市 292,458 43 熊 本 市 529,179 43 佐 賀 県  2,509 43 新 潟 県 25,378 43 秋 田 県 0.88 43
大分 790 33 秋 田 市 96,799 44 大 分 市 174,400 44 大 阪 市 291,972 44 松 山 市 516,347 44 鹿児島県  2,414 44 鳥 取 県 22,468 44 高 知 県 0.88 44
宮崎 790 33 松 江 市 96,720 45 和歌山市 173,636 45 松 江 市 290,785 45 大 分 市 509,451 45 鳥 取 県  2,407 45 高 知 県 22,077 45 新 潟 県 0.64 45

鹿児島 790 33 大 分 市 95,490 46 秋 田 市 168,985 46 京 都 市 290,767 46 前 橋 市 505,979 46 宮 崎 県  2,407 45 秋 田 県 20,022 46 北 海 道 0.35 46
沖縄 790 33 松 山 市 95,420 47 松 山 市 165,250 47 青 森 市 284,225 47 仙 台 市 488,407 47 沖 縄 県  2,273 47 沖 縄 県 18,112 47 沖 縄 県 0.30 47

宮 崎 市 283,694 48 北九州市 484,423 48
資料出所　 資料出所　 大 分 市 273,544 49 青 森 市 477,422 49 資料出所 資料出所 資料出所

「最低賃金決定要覧」 人事院、各都道府県人事委員会 松 山 市 272,275 50 宮 崎 市 476,227 50 内閣府経済社会総合研究所 総務省・経済産業省 総務省

（令和２年度版） （平成３１年４月） 和歌山市 263,715 51 京 都 市 471,713 51 国民経済計算部　編 「平成２７年国勢調査報告」

那 覇 市 240,482 52 那 覇 市 424,298 52 「平成２８年度県民経済計算年報」 （調査周期：５年）

資料出所 資料出所

総務省統計局「家計調査結果」 総務省統計局「家計調査結果」

「平成２８年　経済センサス-活動調
査 産業別集計（製造業）産業編」
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（円）

格差 （１人世帯、1ヶ月） 格差 格差 （1世帯、１ヶ月） 格差 年額（千円） 格差 男子 格差 女子 格差

奈 良 82.6 147,030 108.2 89.9 590,106 85.0 2,522 47.2 171,800 97.1 166,300 92.3
滋 賀 85.5 148,720 109.5 85.6 608,591 87.7 3,181 59.5 178,100 100.7 167,200 92.8
京 都 89.7 112,230 82.6 77.6 471,713 68.0 2,926 54.7 170,800 96.6 167,600 93.0
大 阪 95.2 122,720 90.3 77.9 541,198 78.0 3,056 57.1 177,200 100.2 173,500 96.3
兵 庫 88.7 112,690 83.0 80.8 546,196 78.7 2,896 54.2 170,900 96.6 170,400 94.6
和 歌 山 81.9 98,083 72.2 70.4 529,962 76.3 2,949 55.1 163,600 92.5 156,800 87.0
三 重 86.2 112,100 82.5 93.4 643,697 92.7 3,155 59.0 171,500 96.9 168,700 93.6
全国平均 88.9 120,190 88.5 86.4 586,149 84.4 3,217 60.2 168,900 95.5 164,600 91.3
東 京 100.0 135,850 100.0 100.0 694,159 100.0 5,348 100.0 176,900 100.0 180,200 100.0

資 料 出 所

格差 （ 円 ） 格差 順位 （％） 順位 （％） 順位 （％） 順位 （％） 順位 （ 千円 ） 格差

奈 良 85.5 1,113 83.1 28.76 2 2.7 40 23.4 32 73.9 9 29,226 94.7
滋 賀 71.1 1,056 78.9 11.52 7 2.7 39 33.8 1 63.4 40 47,019 152.4
京 都 70.6 1,177 87.9 12.71 6 2.2 41 23.6 29 74.1 8 37,837 122.6
大 阪 75.5 1,174 87.7 6.41 14 0.6 46 24.3 25 75.1 6 36,280 117.6
兵 庫 78.9 1,140 85.1 14.36 5 2.1 43 26.0 20 71.9 13 42,338 137.2
和 歌 山 57.7 1,063 79.4 6.70 13 9.0 11 22.3 35 68.7 23 49,838 161.5
三 重 81.6 1,051 78.5 6.03 15 3.7 32 32.0 6 64.3 37 50,149 162.5
全国平均 74.9 1,127 84.2 8.99 9-10 4.0 29-30 25.0 22-23 71.0 14-15 39,912 129.4
東 京 100.0 1,339 100.0 8.29 10 0.4 47 17.5 45 82.1 1 30,854 100.0

資 料 出 所

（注）「格差」は、東京を１００として算出したものである〔各都道府県の数値（金額）÷東京都の数値（金額）×１００〕。

厚生労働省
「賃金構造基本統計調査」

（令和元年）

各種関連指標の近隣府県との比較

263,715
350,081

⑥新規高卒者初任給（産業計）

323,853

866

②標準生計費 ③勤労者世帯消費支出 ④勤労者世帯家計実収入

人事院、都道府県人事委員会

(2019年）

総務省統計局
「家計調査報告」

（2019年）

⑤一人当り県民所得

901

302,857

873

内閣府経済社会総合研究所
「県民経済計算」
（平成28年度）

時間額

1,013 374,809

1,360

⑩就業者割合
（第1次産業）

（1世帯、１ヶ月）

337,012
320,770

837

290,767
291,972

⑧短時間労働者所定内給与
（企業規模計）

⑨県外就業率

総務省統計局
「家計調査報告」

（2019年）

①地域別最低賃金

909
964
899
830

厚生労働省
「令和2年度版

最低賃金決定要覧」
（令和元年）

( 円 ）

1,202

※主要都市 ※主要都市※県庁所在地

厚生労働省
「賃金構造基本統計調査」(産業計）

（令和元年6月）（女子労働者）

1,192

1,131

918
1,298

⑦短時間労働者所定内給与
（5人～9人）

※全国平均は
　　全国加重平均額

1,591

総務省「国勢調査報告」
（平成27年）

※調査周期：5年

総務省「国勢調査報告」（平成27年）
※調査周期：5年

⑬従業員一人当り
製造品出荷額

総務省・経済産業省
「経済センサス－活動調査　産業

別集計（製造業）産業編」
（平成29年）

⑫就業者割合
（第3次産業）

⑪就業者割合
（第2次産業）

1,256

1,123
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平成27年(2015年)＝100 

昭和 55 年
56      
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63      

平成 元 年
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      

令和 元 年

    H30年  8月　
         9月　
         10月　
         11月　
         12月　

H31年  1月　
         2月　
         3月　
         4月　
 R元年  5月　
         6月　
         7月　
         8月　
         9月　
         10月　
         11月　
         12月　

R 2年  1月　
         2月　
         3月　
         4月　
         5月　
         6月　
         7月　

（変化率は端数処理前の指数による）　
資料出所：e-stat「2015基準消費者物価指数時系列リスト」

奈良市消費者物価指数

101.5 1.3 101.6 1.0 101.3 1.0 101.4

0.4
102.3 -0.5 0.6 102.2 -0.1 0.7
102.9 0.2 1.1 102.3 0.0 0.8
102.7 -0.1

102.1 -0.1 0.4 101.9 0.0 0.4
102.2 -0.2 6.0 102.0 -0.2

102.4 0.4 0.8 101.9 0.1 0.3

102.2 0.0 0.3 101.9 -0.1 0.1
102.0 -0.1 -0.1 101.8 0.0 0.1
102.0 0.0 0.3 101.7 -0.1 0.1

0.5 102.3 0.1 0.5
102.8 0.7 0.5 102.2 0.3 0.2
102.1 -0.3 0.2 101.9 0.1 0.2
102.5 0.8 0.6 101.8 0.3 0.3
101.6 -0.1 0.6 101.6 -0.1 0.5
101.7 -0.4 0.9 101.6 -0.1 0.7
102.1 0.2 0.7 101.8 0.0 0.7
101.9 0.1 0.6 101.8 0.3 0.9
101.7 0.2 0.4 101.5 0.0 0.5
101.5 -0.2 -0.2 101.5 0.0 0.2
101.7 0.0 0.7 101.5 0.1 0.2
101.8 -0.4 0.6 101.5 -0.3 0.3
102.2 -0.1 1.4 101.8 -0.3 0.8
102.3 0.3 1.7 102.0 0.3 1.4
101.9 0.0 1.4 101.7 0.1 1.2
101.9 0.9 1.6 101.6 0.5 1.3

月別 前月比％ 前年同月比％ 月別 前月比％ 前年同月比％

100.7 0.7

102.1 0.6 102.2 0.6 101.8 0.5 102.0 0.5

100.2 0.5 100.6 0.8 100.4 0.5
0.7

100.0 0.2
99.8 -0.2 99.8 -0.2 99.9 -0.1 100.0 -0.1
100.0 1.0 100.0 0.4 100.0 0.8

96.9 0.9
99.0 2.7 99.6 2.9 99.2 2.7 99.8 2.9
96.4 0.3 96.8 1.1 96.6 0.4

96.3 -0.1
96.1 -0.4 95.8 -0.8 96.2 0.0 96.1 -0.3
96.5 -0.4 96.6 -0.1 96.3 -0.3

96.9 -1.7
96.8 -1.1 96.7 -0.4 96.5 -0.7 96.4 -0.4
97.9 -1.8 97.3 -2.3 97.2 -1.4

97.5 0.4
99.7 1.4 99.6 0.8 98.6 1.4 98.6 1.1
98.3 0.2 98.8 0.8 97.2 0.0

96.9 -0.1
98.1 -0.3 98.0 -0.2 97.2 0.3 97.1 0.2
98.4 -1.1 98.2 -0.8 96.9 -0.3

97.2 -0.2
99.5 -0.5 99.2 -0.6 97.2 0.0 97.1 -0.1
100.0 -0.8 99.8 -0.9 97.2 -0.3

98.0 -1.0
100.9 -1.1 100.8 -0.8 97.5 -0.9 97.4 -0.6
102.0 0.1 101.6 -0.5 98.4 -0.7

99.6 -0.5
101.9 -1.4 102.1 -0.8 99.1 -0.7 99.0 -0.5
103.3 -0.3 102.9 -0.8 99.8 -0.3

99.9 2.0
103.6 1.2 103.7 0.7 100.1 0.6 100.1 0.2
102.4 1.9 103.0 2.3 99.5 1.8

97.5 -0.1
100.5 0.2 100.7 0.5 97.7 0.1 97.9 0.4
100.3 -0.1 100.2 -0.3 97.6 -0.1

97.4 1.2
100.4 0.3 100.5 0.3 97.7 0.7 97.7 0.4
100.1 1.0 100.2 0.8 97.1 1.3

94.6 2.8
99.1 1.9 99.4 1.8 95.8 1.6 96.2 1.6
97.2 3.0 97.6 2.7 94.3 3.3

89.3 2.9
94.3 3.1 95.1 3.1 91.2 3.1 92.1 3.3
91.5 2.7 92.3 3.3 88.5 2.3

86.1 0.5
89.0 1.7 89.4 1.8 86.5 0.7 86.8 0.8
87.5 -0.2 87.8 0.5 85.9 0.1

85.7 1.9
87.7 0.6 87.4 -0.2 85.9 0.6 85.7 0.0
87.2 2.1 87.5 1.9 85.4 2.0

82.3 1.9
85.4 2.3 85.9 2.2 83.6 2.3 84.1 2.2
83.5 2.3 84.0 2.3 81.8 1.9

78.7 4.0
81.6 2.0 82.1 2.3 80.3 2.8 80.7 2.6
80.0 3.9 80.2 2.6 78.1 4.9

平成27年基準奈良市・全国総合指数（確報）

奈良市 全国
年平均 年度平均 年平均 年度平均

77.0 7.7 78.3 7.4 74.5 7.7 75.7 7.6
前年比％ 前年度比％ 前年比％ 前年度比％
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奈良県経済の概況・経済指標（奈良県・全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                一般財団法人南都経済研究所 

「ナント経済月報 9月号」より抜粋 
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２０２０年 春闘要求妥結状況 

 

 

 

 

 １ 【日本労働組合総連合会】 

    ・2020 春季生活闘争 第 7回（最終）回答集計 平均賃金方式 

（2019年 7月 5日公表との比較） 

・2020 春季生活闘争 第 7回（最終）回答集計 平均賃金方式 

                 （昨年同一組合比較） 

・2020 春季生活闘争 第 7回（最終）回答集計 夏季一時金（夏冬型） 

・2020 春季生活闘争 第 7回（最終）回答集計 夏季一時金（季別・夏冬型の夏分） 

 

２ 【（一社）日本経済団体連合会】 

    ・2020年 春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果（加重平均）   最終集計 

・2020年 春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果（加重平均）   最終集計 

・2020年 夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果（加重平均） 最終集計 

 

  ３ 【（一社）奈良経済産業協会】 

    ・令和元年 春季労使交渉要求・妥結状況（県内企業・対前年同企業集計） 
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青 森 817 838 861

岩 手 819 838 861

宮 城 840 865 890

秋 田 814 838 861

福 島 831 848 867

埼 玉 916 936 957

千 葉 900 922 923 922

神奈川 956 842 983 842 1011 842

新 潟 877 898 919

富 山 795 769 821 769 848 769

愛知(1) 871 800 898 800 926 800

愛知(2) 904 921 941

京都(1) 860 885 911

京都(2) 856 （5,926） 741 882 （5,926） 741 909 （5,926） 741

大 阪 910 937 965

兵 庫 861 876 901

奈 良 851 867 884

島 根 812 838 865

広 島 868 890 912

福 岡 892 915 940

大 分 799 821 844

宮 崎 784 804 828

鹿児島 799 821 844

沖 縄 750 770 790 770

資料出所：「最低賃金決定要覧」各年度版

令和元年発効

自動車小売業関係

特 定 最 低 賃 金 設 定 状 況

平成29年発効 平成30年発効

自動車小売業関係 自動車小売業関係

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地

地
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